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⒈ 事業者 

⑴ 法 人 名 医療法人 歓生会 

⑵ 法人所在地 北海道旭川市豊岡７条２丁目１番５号 

⑶ 電 話 番 号 ０１６６－３２－８１８１ 

⑷ 代 表 者 名 理事長 三 輪 英 則 

⑸ 設立年月日 昭和５５年４月１日 

 

⒉ 事業所の概要 

⑴ 事 業 所 名 介護老人保健施設 フェニックス 

⑵ 所 在 地 北海道旭川市豊岡１３条１丁目１番１７号 

⑶ 電 話 番 号 ０１６６－３４－８１８１ 

⑷ ＦＡＸ番号 ０１６６－３４－８３３８ 

⑸ 管 理 者 名 施設長 川  村  孝  仁 

⑹ 開設年月日 平成８年４月３０日 

⑺ 事業所番号 ０１５２９８００７４ 

 

⒊ 施設の目的及び運営方針  

⑴ 運営の目的と方針 

   医療法人歓生会の理念である、旭川市、及び近隣に居住する人々に良質で高度な医療と

介護を提供し、もって地域の保健福祉への貢献と、施設の役割である、利用者の尊厳を守

り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上を目指し、総合的な援助を行い、家族や

地域の人びと・機関と協力して安心した在宅生活が続けられるよう支援する事を目的とい

たします。 

⑵ 運営方針 

① 施設は施設サービス計画書に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能

訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う事により、入所者がその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅

における生活への復帰を支援します。 

② 施設は入所者の意向及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの 提供

に努めます。 

③ 施設は明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視し、市町村、

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 

⒋ 入所定員 

⑴ 定 員  １００名（一般棟５８名、認知専門棟４２名） 

⑵ 療 養 室  個 室      ８室 

    ２人室   ６室 

    ４人室  ２０室 
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⒌ 施設の職員体制 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒍ 協力医療機関 

 当施設では、下記の医療機関にご協力をいただいています。 

 ・ 豊岡中央病院  旭川市豊岡 7 条 2 丁目 1 番 5 号 

 ・ 沼崎病院   旭川市 8 条 8 丁目 

 ・ 中島病院   旭川市 4 条通 16 丁目左 3 号 

 ・ ハート歯科クリニック 旭川市秋月 2 条 1 丁目 9 番 8 号 

 

⒎ 施設サービス内容 

⑴ 施設サービス計画の立案 

入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ、居宅における生活への

復帰を目指し、入所者の心身の状況を踏まえて計画書を作成します。 

⑵ 医学的管理・看護 

   介護老人保健施設の医師が、常に入所者の病状や心身の状態の把握に努め、特に診療に

当たっては、的確な診断を基とし、入所者に対して必要な検査、投薬、処理等を妥当適切

に行います。 

⑶ 介護サービス 

   看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、入所者の病状及び心身の状況に応じて適切な技術をもって行います。 

⑷ 食事の提供 

   個々の入所者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養管理を

行い、入所者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把握し、それに基づ

き計画的な食事提供を行います。 

  また、入所者の自立の支援の観点から、離床して食堂で召し上がって頂きます。 

   ・ 朝 食  ８時００分 ～  ８時３０分 

   ・ 昼 食 １２時００分 ～ １２時３０分 

   ・ 夕 食 １８時００分 ～ １８時３０分 

⑸ 入浴 

   週に最低２回、入浴していただきます。入所者の自立支援に資するよう、その心身の状

況を踏まえ、特別な浴槽を用いた入浴や介助浴等、適切な方法により実施します。また、

医       師 1 名以上 

看 護 職 員 10 名以上 

介 護 職 員 24 名以上 

理 学 療 法 士 

  1 名以上 作 業 療 法 士 

言 語 聴 覚 士 

支 援 相 談 員 1 名以上 

管 理 栄 養 士 1 名以上 

歯 科 衛 生 士 1 名以上 

介護支援専門員 1 名以上 

事 務 職 員 等 5 名以上 
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入所者の心身の状態から入浴が困難である場合には、清拭を実施するなどして清潔保持に

努めます。 

⑹ 排せつ 

   入所者の心身の状況や排せつ状況などを基に、トイレ誘導や入所者の自立支援に配慮し

た排せつ介助など適切な方法で実施します。なお、おむつを使用せざるを得ない場合には、

入所者の心身及び活動状態に適したおむつを提供し、適切におむつ交換を実施します。 

⑺ 機能訓練 

   医師、理学療法士、若しくは作業療法士又は言語聴覚士の指導の下に計画的に行います。

訓練の目標を設定し、定期的に評価を行い、効果的な機能訓練が行えるように支援します。

なお、機能訓練は少なくとも週 2 回程度行います。 

⑻ 理美容サービス 

   毎週１回、実施しています。（希望者による予約制です。） 

⑼ 相談援助サービス 

   入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、ご利用者又

はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行いま

す。 

⑽ その他のサービス提供 

適宜、入所者のためのレクリエーション行事を行います。 

常に入所者の家族と連携を図り、入所者と家族との交流の機会を確保します。 

 

⒏ 施設サービスの費用 

⑴  要介護者に対する施設サービスについては、施設介護サービス費が支給されます。施設

介護サービス費は、介護老人保健施設の請求により直接支払われますので、要介護者は負

担割合に応じたサービス費用を負担する事でサービスが受けられます。 

   施設サービスの費用は、算定基準（指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す

る基準）に基づく額です。 

   介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われ

ない場合があります。その場合、介護保健施設サービス費の利用料金全額をお支払い下さ

い。利用料のお支払いと引き換えに請求書兼領収書を発行します。 

   請求書兼領収書は、後に利用料の償還払いを受けるときに必要になります。 

⑵ 施設サービスについての利用料として、次の額の支払いを受けます。 

(ⅰ) 施設サービス費用の負担割合に応じた額 

(ⅱ) 食費・居住費 

(ⅲ) 要介護者の選定による特別なサービスの費用 

① 特別な居室の提供についての費用 

② 特別な食事の提供についての費用 

(ⅳ) 日常生活費等 

① 理美容代 

② その他の日常生活費（施設サービスで提供される便宜のうち、日常生活でも

 通常必要となる費用で、入所者負担が妥当と認められるもの。） 
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 【介護保健施設サービス費】 

  ＜従来型個室＞ 

要介護 1  788 円／日 

（1,576 円／日）2 割 

（2,364 円／日）3 割 

要介護 2  863 円／日 

（1,726 円／日）2 割 

（2,589 円／日）3 割 

要介護 3 928 円／日 

（1,856 円／日）2 割 

（2,784 円／日）3 割 

要介護 4  985 円／日 

（1,970 円／日）2 割 

（2,955 円／日）3 割 

要介護 5 1,040 円／日 

（2,080 円／日）2 割 

（3,120 円／日）3 割 

 

＜多床室＞ 

要介護 1  871 円／日 

（1,742 円／日）2 割 

（2,613 円／日）3 割 

要介護 2 947 円／日 

（1,894 円／日）2 割 

（2,841 円／日）3 割 

要介護 3  1,014 円／日 

（2,028 円／日）2 割 

（3,042 円／日）3 割 

要介護 4  1,072 円／日 

（2,144 円／日）2 割 

（3,216 円／日）3 割 

要介護 5 1,125 円／日 

（2,250 円／日）2 割 

（3,375 円／日）3 割 

 

 

【食費・居住費】 

入所者負担額は、入所者等と施設の契約により決められるもので、ガイドライン（居住、滞

在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針）に則って定めています。 

(ⅰ) 食 費 1,445 円 ／ 日 （食費の設定は１日単位とします） 

(ⅱ) 居 住 費 従来型個室  1,728 円 ／ 日   多床室   437 円 ／ 日 

 

 【特別な居室料金】 

入所者の選定により特別な居室（個室）を提供した場合に、特別なサービス費用を自己負担

でお支払して頂きます。 

(ⅰ) 1 人部屋  1,100 円／日  (トイレ付) 

(ⅱ) 2 人部屋   550 円／日  

＊ 電話料金は月毎に請求書へ記載 

 【特別な食事の提供】 

入所者の選定する特別な食事を提供した場合に、特別なサービス費用を自己負担でお支払し

て頂きます。（当施設では提供していません。） 

 

  【その他の日常生活費】 

⑴ 教養娯楽費（作業活動費）    

① ネット手芸  

・ネット針 110 円/1 セット ・色紐 570 円/1 玉  ・ネット 380 円/1 枚 

② 刺し子  

・布 380 円/1 枚 ・糸 110 円/1 セット ・針 110 円/1 セット 

③ 編み物  

・針 110 円/1 セット ・毛糸 110 円/1 玉 ・とじ針 110 円/1 セット 

 ・編み図コピー 10 円/1 枚 

④ 折り紙  

・折り紙 10 円/1 枚  ・折り方コピー 10 円/1 枚 
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⑤ ビーズ細工  

・ビーズ 110 円/1 パック ・ゴム 110 円/3 本入り ・作り方コピー 10 円/1 枚 

⑵ その他の料金    

①  理美容代金 (カット 2,000 円、髭剃り 1,000 円、カラー2,000 円、洗髪 540 円) 

② 床頭台・テレビ・冷蔵庫  200 円/1 日 

③ 電化製品持込料金    50 円/1 日 

④ 写真代           30 円/1 枚 

 

 【負担限度額の設定】 

入所者が市町村民税世帯非課税等の低所得者である場合には、食費・居住（滞在）費の負

担軽減が図れます。この場合、国が定めた食費・居住（滞在）費の基準額（基準費用額）と

負担限度額との差額は、介護保険から施設に支払われます。 

  ＊ 負担限度額設定の対象者 

ここでの「低所得者」とは市町村民税世帯非課税等、基準の入所者負担第１・第２・第３

段階のいずれかに該当する人をいいます。入所者負担第４段階の人は「低所得者」にはな

らず、食費・居住（滞在）費の全額を負担します。 

 

 【居住費・食費の負担限度額と補足給付額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各種加算】 

加算とは、施設介護サービス費とは別に、個々の能力、状態に応じ提供したサービスが一

定要件を満たす場合に算定されます。原則として入所者全員に算定するものとされている加

算と厚生労働大臣が定めている基準に適合する者に対して、個別に算定する加算があります。 

 

◆ 高齢者虐待防止措置未実施減算 

施設基準を満たさない場合は、1 日につき 100 分の 1 に相当する単位数を減算する。（当 

施設は該当していません。） 

  

◆ 業務継続計画未策定減算 

 施設基準を満たさない場合は、1 日につき 100 分の 3 に相当する単位数を減算する。（当 

施設は該当していません。） 

 

負担段階 
居住費（滞在費） 食費 

居住環境 負担限度額 補足給付額 負担限度額 補足給付額 

第 1 段階 
従来型個室 550 円 1,178 円 

300 円 1,145 円 
多床室 0 円 437 円 

第 2 段階 
従来型個室 550 円 1,178 円 

390 円 1,055 円 
多床室 430 円 7 円 

第 3段階① 
従来型個室 1,370 円 358 円 

650 円 795 円 
多床室 430 円 7 円 

第 3段階② 
従来型個室 1,370 円 358 円 

1,360 円 85 円 
多床室 430 円 7 円 
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◆ 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算 

施設基準を満たさない場合は、1 日につき 100 分の 97 に相当する単位数を算定する。（当 

施設は該当していません。） 

 

◆ ユニットケア体制未整備減算 

厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1 日につき 100 分の 97 に相当する

単位数を算定する。（当施設は該当していません。） 

 

◆ 身体拘束廃止未実施減算 

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、所定単位数の 100 分の 10 に相当する

単位数を所定単位数から減算する。（当施設は該当していません。） 

 

◆ 安全管理体制未実施減算 

厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、１日

につき５単位を所定単位数から減算する。（当施設は該当していません。） 

 

◆ 栄養管理体制未整備減算 

栄養管理について、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき 14 単位

を所定単位数から減算する。（当施設は該当していません。） 

 

◆ 夜勤職員配置加算 

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たす介護老人保健施設は、1 日につき 24 単

位を所定単位数に加算する。 

 

◆ 短期集中リハビリテ－ション実施加算 （Ⅰ）258 単位 （Ⅱ）200 単位 

入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、その入所の日から起算して３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場

合であって、かつ、原則として入所時及び１月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行うとともに、

その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見

直している場合においては、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)として、１日につ

き 258 単位を所定単位数に加算する。また、入所者に対して、医師等が、その入所の日か

ら起算して３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハ

ビリテーション実施加算(Ⅱ)として、１日につき 200 単位を所定単位数に加算する。ただ

し、短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定している場合にあっては短期集中リ

ハビリテーション実施加算(Ⅱ)は算定しない。 

◆ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算  

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改

善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、入所の

日から起算して 3 月以内の期間に限り、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。  

⑴ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)  240 単位  
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イ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配 

置されていること。 

ロ リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言 

語聴覚士の数に対して適切なものであること。 

ハ 入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握し 

た生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。 

⑵ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 120 単位 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）の⑴及び⑵に該当するものであるこ

と。 

 

◆ 認知症ケア加算 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、１日につき 76 単位を

所定単位数に加算する。 

 

◆ 若年性認知症入所者受入加算 

若年性認知症入所者に対して介護保険サービスを行った場合には、若年性認知症入所者

受入加算として、１日につき 120 単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症行動・心

理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。 

 

◆ 外泊時費用 

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1 月に 6 日を限度として所定単位数

に代えて 1 日につき 362 単位を算定する。外泊の初日及び最終日は、算定しない。月をま

たがる場合は最大で連続 13 日（12 日）を上限とする。 

 

◆ 試行的外泊時サービス提供加算 

退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サ

ービスを提供する場合は、1 月に 6 日を限度として所定単位数に代えて 1 日につき 800 単

位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、外泊時費用を算

定する場合は算定しない。 

 

◆ 従来型個室に入所していた者の取り扱い 

 平成 17 年 9 月 30 日において、従来型個室に入所している者であって、平成 17 年 10 月

1 日以降引き続き従来型個室に入所するものに対して、介護保険施設サービスを支給する

場合は、当分の間、介護保険サービス費は多床室の費用で算定する。 

◆ 従来型個室への入所が必要であると判断された者の取り扱い 

 次のいずれかに該当する者に対して、介護保険施設サービスを支給する場合の介護保険

サービス費は、多床室の費用で算定する。 

    イ 感染症等により、従来型個室への入所期間が 30 日以内であるもの 

     ロ 療養室面積が 8.0 ㎡以下の従来型個室に入所する者 

    ハ 著しい精神状況等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすお

それがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者 
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◆ ターミナルケア加算 

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者で、

入所者又は家族の同意を得て、当該入所者のターミナルケアに係る計画が作成されており、

医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ、随時、

本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われる時に、死亡日以

前 31 日以上 45 日以下については１日につき 72 単位を、死亡日以前４日以上 30 日以下に

ついては１日につき 160 単位を、死亡日の前日及び前々日については１日につき 910 単位

を、死亡日については１日につき 1,900 単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、

退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。 

 

◆ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 

介護保健施設サービス費（Ⅰ）の（ⅱ）（ⅳ）について、別に厚生労働大臣が定める基準

に適合している場合、1 日 51 単位を所定単位数に加算する。 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準 

次に掲げる計算式により算定した数が七十以上であること。 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ 

Ａ  算定日が属する月の前六月間において、退所者のうち、在宅において介護を受けること

となったもの（当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。）の占める

割合が百分の五十を超える場合は二十、百分の五十以下であり、かつ、百分の三十を超え

る場合は十、百分の三十以下である場合は零となる数 

Ｂ  三十・四を当該施設の平均在所日数で除して得た数が百分の十以上である場合は二十、

百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は十、百分の五未満である場合は零

となる数 

Ｃ  算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込

まれる者の入所予定日前三十日以内又は入所後七日以内に当該者が退所後生活することが

見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定

（退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同

意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び

診療方針の決定を行った場合を含む。）を行った者の占める割合が百分の三十五以上である

場合は十、百分の三十五未満であり、かつ、百分の十五以上である場合は五、百分の十五

未満である場合は零となる数 

Ｄ  算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見

込まれる者の退所前三十日以内又は退所後三十日以内に当該者が退所後生活することが

見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行っ

た者（退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該

者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行った場合を

含む。）の占める割合が百分の三十五以上である場合は十、百分の三十五未満であり、か

つ、百分の十五以上である場合は五、百分の十五未満である場合は零となる数 

Ｅ  法第八条第五項にする訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハ

ビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設（当

該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。）において全

てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合

であって訪問リハビリテーションを実施しているときは三、いずれか二種類のサービス
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を実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施していないときは一、いず

れか一種類以下であった場合は零となる数 

Ｆ  当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が五以上で

あり、かつリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のい

ずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数が零・二以上である場合は五、五以

上である場合は三、五未満であり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場合は

零となる数 

Ｇ  当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数

に百を乗じた数が三以上であり、かつ、社会福祉士である支援相談員を一名以上配置し

ている場合は五、常勤換算法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を

乗じた数が三以上の場合は三、二以上の場合は一、二未満の場合は零となる数 

Ｈ  算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は

要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、

かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数 

Ｉ  算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占め

る割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上であ

る場合は三、百分の五未満である場合は零となる数 

Ｊ  算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者の占め

る割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上であ

る場合は三、百分の五未満である場合は零となる数 

⑵ 地域に貢献する活動を行っていること。 

⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは(ⅳ)を算定している

ものであること。 

 

◆ 初期加算  

⑴ 初期加算(Ⅰ) 60 単位  

次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う医療

機関の一般病棟への入院後 30 日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、当

該介護老人保健施設に入所した日から起算して 30 日以内の期間については、初期加算(Ⅰ)

として、１日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅱ)を算定している場合は、

算定しない。 

イ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、

地域の医療機関に定期的に情報を共有していること。  

ロ 当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに

定期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、

定期的に情報共有を行っていること。 

⑵ 初期加算(Ⅱ)  30 単位  

入所した日から起算して 30 日以内の期間については、初期加算(Ⅱ)として、１日につき

所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 

 

 ◆ 退所時栄養情報連携加算 70 単位 

    特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、 
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介護老人保健施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師

の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施

設に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄

養士が当該者の栄養管理に関する情報を提供したときは、１月につき１回を限度として所

定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、算定し

ない。 

 

◆ 再入所時栄養連携加算 200 単位 

介護老人保健施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合

であって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に入所する際、当該介護老人

保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケ

ア計画を策定したときに、入所者１人につき１回を限度として所定単位数を加算する。た

だし栄養管理体制未整備減算を算定している場合は、算定しない 

 

◆ 入所前後訪問指導加算（Ⅰ）450 単位 （Ⅱ）480 単位 

入所期間が 1月を超えると見込まれる者の入所予定日前 30日以内又は入所後 7日以 内

に当該者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び

診療方針の決定を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、入所中 1 回を限度として算定す

る。なお当該者が退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であっ

て、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サー

ビス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合に、入所中 1 回を限度として算定できる。 

（Ⅰ）退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 

 （Ⅱ）退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の 

具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 

 

◆ 試行的退所時指導加算 400 単位 

退所が見込まれる入所期間が１月を超える入所者をその居宅で試行的に退所される場合

において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後

の療養上の指導を行った月から３月の間に限り、入所者１名につき、月１回を限度として

算定できる。 

 

◆ 退所時情報提供加算 

⑴ 退所時情報提供加算(Ⅰ)   500 単位  

入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後

の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況、心身の状況、

生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者１人につき１

回に限り算定する。  

   入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該

入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況、心身の状況、

生活歴等の当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。 

⑵ 退所時情報提供加算(Ⅱ)   250 単位 

入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者 

の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の 
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紹介を行った場合に、入所者１人につき１回に限り算定する。 

 

◆ 入退所前連携加算 (Ⅰ) 600 単位 

次に掲げるいずれの基準にも適合する場合に入所者１人につき１回を限度として算定。 

入退所前連携加算 (Ⅱ) 400 単位 

次に掲げるロの基準に適合する場合に入所者１人につき１回を限度として算定。 

イ  入所予定日前 30 日以内又は入所後 30 日以内に、入所者が退所後に利用を希望する

指定居宅介護支援事業者と連携し、当該入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス

又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。 

ロ  入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域

密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が

利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入

所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サ

ービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後

の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。 

 

◆ 訪問看護指示加算 300 単位 

入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定

期巡回・随時対応型訪問看護又は指定複合型サービスの利用が必要であると認め、当該入

所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問看護事業所又

は指定複合型サービス事業所に対して、当該利用者の同意を得て、訪問看護指示書を交付

した場合に、入所者１名につき１回を限度として算定できる。 

 

◆ 協力医療機関連携加算 

介護老人保健施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者

の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、

１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

⑴  50 単位  

イ 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定める。 

① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を常時確保していること。 

② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 

③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関そ

の他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原

則として受け入れる体制を確保していること。 

ロ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応

を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った

自治体に提出しなければならないこととする。 

ハ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合に

おいては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。 

⑵ ⑴以外の場合  ５単位 
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◆ 栄養マネジメント強化加算 11 単位 

入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジンメト強化加算と

して、１日につき所定単位数を加算する 

イ 管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を五十で除して得た数以上配置しているこ

と。ただし、常勤の栄養士を一名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合

にあっては、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を七十で除して得た数以上配置

していること。 

ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科

医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養

ケア計画に従い、当該入所者の栄養管理をするための食事の観察を定期的に行い、当該

入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施すること。 

ハ ロに規定する以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題がある

場合は、早期に対応すること。 

ニ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当

たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を

活用していること。 

 

◆ 経口移行加算 28 単位 

医師の指示に基づき医師、管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の

職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作

成している場合であって、当計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士によ

る栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画書が作成

された日から起算して 180 日以内の期間に限り、１日につき所定単位数を加算する。 

 

◆ 経口維持加算（Ⅰ）400 単位 （Ⅱ）100 単位 

⑴ 経口維持加算（Ⅰ） 

現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる

入所者に対し、医師、歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職

員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事

の観察及び会議等を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成している場合であって、当

該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行

った場合、1 月につき所定単位数を加算する。 

⑵ 経口維持加算（Ⅱ） 

当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり、経口維持加算（Ⅰ）において

行う食事の観察及び会議等に、医師（人員基準に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯

科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合、経口維持加算（Ⅰ）に加えて、１月につき算

定できる。なお、経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合は算定できない。 

 

◆ 口腔衛生管理加算（Ⅰ）90 単位 （Ⅱ）110 単位    

入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は当該基準に掲げる区分に従

い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。 

⑴  口腔衛生管理加算（Ⅰ） 

イ 歯科医師又は歯科医師の指示の受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、 
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入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。 

ロ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月 2 回 

以上行うこと。 

ハ 歯科衛生士が入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な 

技術的助言及び指導を行うこと。 

ニ 歯科衛生士が入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応するこ

と。 

⑵  口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

ホ イ～二までに掲げるいずれにも適合すること。 

ヘ 入所者ごとの口腔衛生管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔 

衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他の口腔衛生の管理の適切かつ有効な実 

施に必要な情報を活用していること。 

 

◆ 療養食加算 6 単位 

食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されており、入所者の年齢、心身の状

況によって適切な栄養量及び内容の食事提供が行われている場合に、１日につき 3 回を限

度として所定単位数を加算する。（経口移行加算又は経口維持加算との併用算定が可能） 

 

◆ かかりつけ医連携薬剤調整加算 

入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

当該入所者１人につき１回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加算する。

ただし、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イを算定している場合には、かかりつけ医連

携薬剤調整加算(Ⅰ)ロは算定しない。 

⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)  

ａ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) イ 140 単位 

    イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師又は薬剤師が高齢者の

薬物療法に関する研修を受講していること。 

② 入所後一月以内に、状況に応じて当該入所者の処方の内容を変更する可能性があ

ることについて当該入所者の主治の医師に説明し、当該主治の医師が合意してい

ること。 

③ 入所前に当該入所者に六種類以上の内服薬が処方されており、介護老人保健施設

の医師と当該入所者の主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整し、かつ、療

養上必要な指導を行うこと。 

④ 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合は、医師、薬剤師、看護師

等の関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状態等について、関係職種

で確認を行うこと。 

⑤ 入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の

状態等について、退所時又は退所後一カ月以内に当該入所者の主治の医師に情報

提供を行い、その内容を診療録に記載していること。 

ｂ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) ロ   70 単位 

    ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

① イの①、④及び⑤のいずれにも適合する 
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② 入所前に六種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、介護老人保健施

設において、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必

要な指導を行うこと。 

⑵ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240 単位 

① かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）を算定していること。 

⑶ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100 単位 

① かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること。 

② 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ一種類以上減少し

ていること。 

 

◆ 緊急時施設療養費 

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急やむを得ない事情により行われる医療行為に

つき算定できる。 

⑴ 緊急時治療管理  518 単位 

入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理

としての投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定できる。同一の入所者について１

月に１回、連続する３日を限度として算定できる。 

⑵ 特定治療 

診療報酬の算定方法別表第一医療診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者

の医療の確保に関する法律第６４条第３項に規定する保健医療機関が行った場合に点数

が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療を行った場合に医

療診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点数に 10 円を乗じた額を算定できる。 

 

◆ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)480 単位 

感染症対策に関する研修を受講した介護老人保健施設の医師が、診断、診療を行った日、

実施した投薬、検査、注射、処置内容等を診療録に記載し、所定疾患施設療養費の算定開

始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、

注射、処置等の実施状況を公表している、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹の者に対して投薬、

検査、注射、処置等行ったときに算定できる。同一の入所者について１月に１回、連続す

る 10 日を限度として算定できる。（緊急時施設療養費を算定した日は算定できない） 

 

◆ 認知症専門ケア加算 

専門的な認知症のケアを行った場合に１日につき所定単位数を加算する。 

イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）１日３単位 

⑴ 施設における入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれの

ある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める

割合が２分の１以上である。認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、

対象者の数が 20 人未満である場合にあっては、１以上、当該対象者の数が 20 人以

上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を

増すごとに１を加えて得た数以上配置している。 

⑵ チームとして専門的な認知症ケアを実施している。 

⑶ 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議

を定期的に開催している。 
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ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） １日４単位 

⑴ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準のいずれにも該当している。 

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、施設

全体の認知症ケアの指導等を実施している。 

⑶ 施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、

当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定している。 

 

◆ 認知症チームケア推進加算 

介護老人保健施設が、認知症の利用者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチ

ームケアを提供した場合は、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、

認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。  

⑴ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 150単位 

イ 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活 

に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上。 

ロ 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の指導に 

係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の 

行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上 

配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチーム 

を組んでいる。 

ハ 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に 

基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施。 

ニ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの 

開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、 

ケアの振り返り、計画の見直し等を実施。 

⑵ 認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 120単位 

イ ⑴のイ、ハ及びニに掲げる基準に適合。 

ハ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了し 

ている者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状 

に対応するチームを組んでいる。 

 

◆ 認知症行動・心理症状緊急対応加算   200単位 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅の生活が困難であり、緊急に

入所する事が妥当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合には、

入所した日から起算して７日を限度として、１日につき所定単位数を加算する。 

 

◆ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算  

⑴ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)  53単位  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

イ 入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出してい 

る。 

ロ 必要に応じてリハビリ計画の内容を見直す等、リハビリの実施に当たって、当該情 

報その他必要な情報を活用している。 
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ハ 口腔衛生管理加算（Ⅱ）および栄養マネジメント加算を算定している。 

ニ 入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛 

生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が、リハビリ計画の内容等の情報その他 

必要な情報、入所者の口腔の健康状態および入所者の栄養状態に関する情報を相互に 

共有している。 

ホ 共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリ計画の見直しを行い、内容について、 

関係職種間で共有している。 

⑵ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)  33単位 

⑴ のイ、ロに掲げる基準を満たしていること 

 

◆ 褥瘡マネジメント加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護老人保健施設において、継続的に入

所者ごとの褥瘡管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数

を加算する。 

イ 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位  

⑴ 入所者又は利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又

は利用開始時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価

結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他

褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑵ ⑴の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者ごとに、

医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 

⑶ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その

管理の内容や入所者又は利用者の状態について定期的に記録していること。 

⑷ ⑴の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計

画を見直していること 

ロ 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位 

⑴ イ⑴から⑷までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ イ⑴の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあると

された入所者又は利用者について、褥瘡の発生のないこと。 

 

◆ 排せつ支援加算   

介護老人保健施設において継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。 

イ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位  

⑴ 排せつに介護を要する入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みにつ

いて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時又は利用開始時に評価するとと

もに、少なくとも六月に一回、評価を行い、その評価結果等の情報を厚生労働省に

提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ支援の適切かつ有効

な実施のために必要な情報を活用していること。 

⑵ ⑴の評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる

者について、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入

所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を



17 

 

作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに支援計画を

見直していること。 

ロ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位 

⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ イ⑴の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又

は利用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとと

もにいずれにも悪化がないこと。 

㈡ イ⑴の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又

は利用開始時と比較して、おむつ使用ありから使用なしに改善したこと。 

ハ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位 

イ⑴から⑶まで並びにロ⑵㈠及び㈡に掲げる基準のいずれにも適合すること 

 

◆ 自立支援促進加算 300単位 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護

老人保健施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、１月につき所定

単位数を加算する。 

イ 医師が入所者ごとに、自立支援に係る医学的評価を施設入所時に行うとともに、少

なくとも三月に一回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定

等に参加していること。 

ロ イの医学的評価の結果、自立支援促進の対応が必要であるとされた入所者ごとに、

医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支

援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直し 

ていること。 

ニ イの医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援促進の実施に当た 

って、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用 

していること。 

 

◆ 科学的介護推進体制加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護 

老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位 

⑴ 入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状くう況その他の入所者

の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、⑴に

規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用し

ていること。 

ロ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位 

⑴ イ⑴に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出している
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こと。 

⑵ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ⑴

及び⑴に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報

を活用していること。 

 

◆ 安全対策体制加算 20単位 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た 

介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、安全対策体制

加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。 

イ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準に適合していること。 

ロ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る 

外部における研修を受けていること。 

ハ 当該介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体 

制が整備されていること。 

 

◆ 高齢者施設等感染対策向上加算 （１月につき） 

⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)       10単位  

・感染症法第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応を行う体制を確保していること。 

・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決め

るとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 

・診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療

機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回

以上参加していること。 

⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)       ５単位 

・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上

施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。 

 

◆ 新興感染症等施設療養費（１日につき）      240単位  

介護老人保険施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対

応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対 

し、適切な感染対策を行った上で、介護保健施設サービスを行った場合に、１月に１回、連

続する５日を限度として算定する。 

 

◆ 生産性向上推進体制加算 （１月につき） 

⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)          100単位  

イ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討 

するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項

の実施を定期的に確認していること。 

① 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する介護機器を活用する場合

における利用者の安全及びケアの質の確保。 

② 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

③ 介護機器の定期的な点検 
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④ 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修。 

   ロ イの取り組み及び介護機器の活用による業務の効率化及び質の確保並びに職員の負担

軽減に関する実績があること。 

   ハ 介護機器を複数種類活用していること 

   ニ イの委員会において、職員の業務分担の明確化による業務の効率化及び質の確保並び

に負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び

当該取り組みの実施を定期的に確認すること。 

   ホ 事業年度ごとに、イ、ハ及びニの取組による業務の効率化及び質の確保並びに職員の

負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)          10単位 

イ ⑴イ①に適合していること 

ロ 介護機器を活用していること 

ハ 事業年度ごとに、ロ及び⑴イ①の取組による業務の効率化及び質の確保並びに職員の 

負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

 

◆ サービス提供体制強化加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護

老人保健施設が入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 ⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   22単位 

 ⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  18単位 

⑶   サービス提供体制強化加算(Ⅲ)   6単位 

 

◆ 介護職員等処遇改善加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているも

のとして、電子情報処理組織を使用する方法により、介護保健施設が、利用者に対し、介

護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

※ 介護保健施設サービス費及び、各種加算により算定した単位数の以下に相当する単位 

 

⑴ 処遇改善加算(Ⅰ)イ 9.0％（1000 分の 90） 

⑵ 処遇改善加算(Ⅰ)ロ 9.7％（1000 分の 97） 

⑶ 処遇改善加算(Ⅱ)イ 8.6％（1000 分の 86） 

⑷ 処遇改善加算(Ⅱ)ロ 9.3％（1000 分の 93） 

⑸ 処遇改善加算(Ⅲ)  6.9％（1000 分の 69） 

⑹ 処遇改善加算(Ⅳ)  5.9％（1000 分の 59） 
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⒐ 利用料のお支払方法 

毎月 10 日前後に、前月分のご請求書を発行しますので、その月の末日までに、当施設事

務窓口へ現金にてお支払い下さい。お支払いいただきますと、領収書を発行します。領収書

は原則、再発行しませんので、大切に保管して下さい。また、銀行振込をご利用される場合

は、請求書に記載の振込口座に、ご利用者名にてお振り込み下さい。銀行振込をご利用の場

合、領収書は銀行振込明細書にて代えさせていただきますので、領収書をご入用の方は、請

求書をご持参のうえ、当施設事務窓口へおいでください。 

 

⒑ 入所者に対する医療 

⑴ 日常的な医療 

入所者に必要な日常的な医療については介護老人保健施設の医師やスタッフが担当す

る事になっています。 

⑵ 緊急時治療管理 

入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理

としての投薬、検査、注射、処置等を行うものです。これを行ったときは、施設サービス

費とは別に費用が算定できますが、１月に１回、連続する３日に限り所定単位数を算定す

るという制限があります。 

⑶ 特定治療（医科点数表により算定） 

やむを得ない事情がある場合に、簡易であり、日常的に行われるとされたもの以外のリ

ハビリテーションや処置、手術等を行うことができます。このときは、医科点数表にした

がって費用を算定します。 

⑷ 専門的治療が必要な場合は他科受診 

介護老人保健施設では必要な医療を提供することが困難な場合は、医療機関の診療を受

けて頂く（他科受診）ことになります。その際、医療機関はその費用を保険請求できませ

ん。（介護保険優先の調整）なお、介護老人保健施設は不必要に入所者のために往診を求

めたり、入所者を医療機関に通院させてはならないことになっています。このような診療

行為が行われた場合の費用は、原則的には介護老人保健施設が負担することになりますが、

診療内容によっては、医療保険（後期高齢者医療）で定められている一部負担金を支払っ

て頂く場合があります。 

 

⒒ 介護保険証等の確認 

入所期間中は、介護保険証をお預かりしています。入所時には必ず介護保険証をご持参下

さい。また、健康手帳、健康保険証、後期高齢者受給者証等についても、入所時に確認させ

ていただきますので、介護保険証と一緒にご持参下さい。ご利用期間中は、月に１度、健康

保険証等を確認させていただきますので、事務窓口へご提示願います。 

 

⒓ 非常災害対策 

⑴ 防災設備  スプリンクラー、消火器、屋内消火栓 

⑵ 防火訓練  年２回 
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⒔ 要望及び苦情等の相談 

当施設では、利用者・家族からのご相談に専門の支援相談員が対応しておりますので、気

軽にご相談下さい。 

また、要望及び苦情等は、支援相談員等にお寄せいただければ、すみやかに対応いたしま

すが、当施設各階に「ご意見箱」を設置していますので、いつでもご利用下さい。 

⑴ 苦情の受付 

・ 苦情、相談受付窓口 

支援相談員 若しくは地域連携課（所属長） 

    （電話  ０１６６－３４－８１８１） 

・ 受付時間 

     月曜日～金曜日  ８：３０～１７：３０ 

     土曜日   ８：３０～１２：３０ 

    （祝祭日、第２・４・５土曜日は除きます。） 

⑵ 行政機関、その他苦情受付機関 

・ 旭川市役所福祉保健部長寿社会課 

所在地   旭川市６条通９丁目 

電 話   ０１６６－２６－１１１１ 

・ 北海道国民健康保険団体連合会 

所在地   札幌市中央区南２条西１４丁目２９１ 

電 話   ０１１－２３１－５１６１ 

※ その他、不明な点がございましたら、当職員にお尋ね下さい。 

       また、当施設についてのパンフレットがありますので、ご請求下さい。 

 

⒕ 施設の利用にあたっての留意事項  

⑴ 来訪・面会 

面会時間  ８時～２０時 

来訪者の方は面会時間を遵守され、その都度各ステーションにある面会簿に必ず記帳し

て下さい。 

来訪者の方が宿泊される場合には、必ず許可を得て下さい。 

⑵ 外出・外泊 

外出・外泊の際には、ステーションに申し出ていただき、行き先と帰宅日時を所定の用

紙に記入して下さい。 

⑶ 居室・設備・器具の利用 

居室及び施設の設備、器具は、本来の用法に従って正しくご利用下さい。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

⑷ 喫煙・飲酒 

喫煙・飲酒は出来ません。 

⑸ 迷惑行為等 

騒音、反社会的行為等、他の利用者の迷惑となる行為はご遠慮願います。 

また、プライバシーの保護の為、みだりに他の利用者の居室等に立ち入らないようにして

下さい。場合によっては、契約書に則り退所していただくこともあります。 

⑹ 所持品の管理 

原則として、可能な方は自己管理していただきます。過度の貴重品、現金等は持ち込ま
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れないようお願いします。 

⑺ 宗教・政治活動 

施設内での営利行為、宗教活動、及び政治活動はご遠慮下さい。 

⑻ 動物飼育 

施設内への動物の持ち込み、及び飼育はお断りします。(但し介助犬等を除きます) 

⑼ 他医療機関への受診 

入所中は、他医療機関（当施設協力病院を含みます。）を受診する場合には、施設の許

可が必要です。 

また、薬のみを受け取りに行く場合も受診扱いになりますので、必ず施設にご連絡下さ

い。 

⑽ 入所中のお洗濯 

原則として、入所者の衣類等の洗濯は、ご家族にお願いしていますのでご協力をお願い

します。 

⑾ 品物の受け取り、やり取り 

   施設に対してのお礼、心づけといった受け取りは一切遠慮申し上げることになっていま

す。持参頂きましてもお断りいたしますのでご承知ください。また、利用者同士の品物の

やり取り、売買及び、様々な勧誘等につきましてもご遠慮くださるようお願いします。 

⑿ 賠償責任 

     介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損

害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受

人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

⒖ ハラスメント行為について 

近年、介護現場では、利用者や家族等による介護職員への身体的暴力や精神的暴力、セ

クシュアルハラスメントなどが発生しています 。これは介護サービスは直接的な対人サー

ビスが多く、利用者の身体への接触も多い、職員の女性の割合が高いこと、生活の質や健

康に直接関係するサービスであり 安易に中止できないこと等と関連があると考えられま

す 。当施設において、ご利用者やご家族等による身体的暴力や精神的暴力、セクシュアル

ハラスメント等に該当すると認められた場合は、介護現場における権利侵害として捉え⑸ 

迷惑行為等に位置づけ、場合によっては、契約書に則り退所していただくこともあります。 
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同 意 書 

 

 重要事項説明書を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、 

これらを十分に理解した上で同意します。 

 

 

 

 

 

 

       年   月   日 

 

 

 

〈利用者〉                    

住 所                     

 氏 名                     

  

〈保証人〉                    

住 所                     

氏 名                     

 

 

〈説明者〉                    

介護老人保健施設フェニックス            

 


